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注目要点 ——————————————————————————————————  

3つの個人所得税優遇政策の継続実施 

今回の個人所得税優遇政策の継続実施に関する規定の概要は下記のとおりである。 

所得の性質 関連税務処理 有効期限 

1、上場企業の株式インセン

ティブ所得 

• 居住者個人が取得した関連規定に適合する株式インセ

ンティブ所得を当期総合所得に合算せずに、総合所得

税率表を適用して全額を個別に計算・納付することがで

きる。 

• 同一課税年度において複数回株式インセンティブを取得

2027年12月31日 

（以前：2023年12

月31日） 

 

概要： 

———————————— 

• 財政部、国家税務総局は近日、「上場企業の株式インセンティブに関する個人所得税政策の継続実施に関する公

告」（2023年25号公告）、「外国籍個人の手当に関する個人所得税政策の継続実施に関する公告」（2023年

29号公告）及び「年次賞与の個人所得税政策の継続実施に関する公告」（2023年30号公告）を共同で公布

し、3つの個人所得税優遇政策の適用期限を2027年12月31日まで延長すると規定した。続けて、国務院は「個人

所得税に係る特別追加控除基準の引き上げに関する通知」（国発2023年13号）を公布し、3つの特別追加控除

基準を引き上げた。 

• 上述の個人所得税特恵政策は、納税者の報酬・福利厚生の構成及び異なる段階における実際の生活負担を十

分に考慮し、給与所得者の全体的な税負担を適切に軽減し、税負担の軽減、経済の推進及び国民生活への恩

恵を実現するための税制政策の決意を反映した。 
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個人所得税特恵政策による経済成長の推進——3つの優遇政策の継続
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した場合、その合計額で上述の方法に基づき計算・納付

する。 

2、外国籍個人の免税手当 • 関連要件を満たせば、外国籍従業員は住宅手当、言

語研修費、子女教育費などの手当に対する免税優遇政

策を適用できる。 

• 外国籍居住者個人は特別追加控除の適用をも選択す

ることができる。ただし、一旦選択した場合、同一課税年

度において変更してはならない。 

3、年次賞与 • 居住者個人が取得した年次賞与は分離課税（即ち、

賞与を12か月で割った金額に基づき、総合所得月次税

率表を適用して計算する）できる。 

• また、居住者個人は年次賞与を当期総合所得に合算し

て、計算・納付することができる。 

3つの特別追加控除基準の引き上げ 

特別追加控除基準の更新に関する概要は下記のとおりである。 

控除項目 従来の控除基準 更新後の控除基準 

1、子女教育 子女1人あたり毎月1,000人民元 子女1人あたり毎月2,000人民元 

2、3歳以下の乳幼児の養育 子女1人あたり毎月1,000人民元 子女1人あたり毎月2,000人民元 

3、高齢者扶

養 

一人っ子 毎月2,000人民元 毎月3,000人民元 

非一人っ子 

兄弟姉妹全員で毎月2,000人民元の控

除額を配賦し、1人あたりの配賦額は毎

月1,000人民元を超えてはならない。 

兄弟姉妹全員で毎月3,000人民元の

控除額を配賦し、1人あたりの配賦額は

毎月1,500人民元を超えてはならない。 

上記3つの更新後の控除基準は、2023年1月1日まで遡及して適用される。 

同通知が公布される前に既に当期の関連特別追加控除を申告した納税者に対して、2023年9月から、システムでは引き

上げられた後の特別追加控除基準に基づき納付すべき個人所得税額を計算し、既に過大納付した税額は当期の翌月

以降の未払税額と自動的に相殺することができる。相殺しきれない場合、2023年度の総合所得確定申告の際に引続き

相殺することができる。 

（注：個人所得税特別追加控除に関するその他の管理事項は、従来の政策文書に基づき実施される。詳細はKPMG

「チャイナタックスアラート」2018年12月第29回及び2022年4月第7回を参照すること。） 

KPMGの所見 ————————————————————————————— 

上述の個人所得税優遇政策は、間違いなく多くの企業及び個人納税者に恩恵をもたらすこととなる。企業及び個人納

税者は税制優遇を享受すると同時に、税務当局が今後下記の分野における税務コンプライアンス管理を強化する可能

性があることにも留意する必要がある。 

• 年次賞与及び株式インセンティブ所得に関する個人所得税の徴収の強化 

• 株式インセンティブプランの税務届出管理の強化 

• 外国籍従業員の手当に対する免税優遇政策の適用管理の強化 

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTExODQyMQ==&mid=2665820768&idx=2&sn=7edc4fdf2944191d718aadccd9c7aa21&chksm=8b0e51dabc79d8ccd682d68025b469e080acab4feb0f8312135a2e133f99c3d559819c843da2&mpshare=1&scene=1&srcid=0901xAKPRtVLYEgDqMoaovkm&sharer_shareinfo=f4d25bd2455fa869bd2828cad3ef143f&sharer_shareinfo_first=f4d25bd2455fa869bd2828cad3ef143f#rd
https://kpmg.com/cn/zh/home/insights/2022/04/china-tax-alert-07.html
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• 特別追加控除情報の管理の強化 

源泉徴収義務者及び個人納税者は上述の個人所得税優遇政策を適用する際、下記の事項に注意する必要がある。 

➢ 株式インセンティブプランを実施する企業 

 株式インセンティブに係る税務届出コンプライアンス・スケジュール及び標準化操作プロセスを策定し、企業の株式イン

センティブに関するコンプライアンス申告要件を規範化する。 

 新規で権利付与、権利確定、権利行使が発生した際に株式インセンティブに係る税務届出手続を適時に完成す

る。 

 株式インセンティブの税務処理に対してヘルスチェックを行い、既存のプロセスを改善する。 

➢ 外国籍従業員を雇用する企業 

 手当に対する免税優遇政策を適用していない外国籍従業員がいる場合、その報酬構成をレビュー・調整することで、

従業員の全体的な税負担及び企業コストを削減することができる。 

 既存の外国籍従業員の手当に対する免税優遇政策及びその操作プロセスをレビューし、漏れを確認し、不備を補う。 

 必要に合わせて、租税効率を向上させるために、企業既存の外国籍従業員の手当に対する免税政策文書を更新

する。 

➢ 特別追加控除の記入に関する注意事項 

個人納税者 

• 当期の特別追加控除を申告していない場合、即日から携帯電話の「個人所得税」アプリ又は

源泉徴収義務者を通じて申告を行い、特別追加控除を適用することができる。 

• 新政策が公布される前に当期の特別追加控除を既に申告した場合、システムは自動的に調

整後の控除基準に基づき税額を計算する。以前に過大納付した税額が当期の残りの月数で

相殺しきれない場合、2023年度の総合所得確定申告の際に相殺することができる。 

• 高齢者扶養の特別追加控除を適用する非一人っ子納税者は、配賦額で調整がある場合、

「個人所得税」アプリ又は源泉徴収義務者を通じて新たな配賦額を適時に申告する必要があ

る。 

源泉徴収義務

者 

新政策の変更による影響を受ける中国籍及び外国籍従業員とのコミュニケーションを適時に行い、

下記従業員に対して、可能な限り早く減税優遇を享受するために、「個人所得税」アプリを通じて関

連控除情報を更新されるよう注意喚起することを推奨する。 

• 関連する特別追加控除を申告していない従業員 

• 高齢者扶養の特別追加控除の配賦額を更新する必要のある従業員 

 

納税者は、申告した特別追加控除情報の真実性、正確性及び完全性に対して責任を負うべきである。また、源泉徴収

義務者は、納税者から提供された特別追加控除情報が実情にそぐわないことを発見した場合、納税者に適時に修正す

ることを要求することでき、かつ納税者が修正を拒否した場合に管轄税務機関に報告しなければならない。企業は関連

する特別追加控除情報の収集・管理措置をさらにレビュー・改善し、関連する内部管理政策及び操作プロセスを適時に

最適化することで、税務リスク予防を強化し、総合管理効率を向上させる。 

実務上でご不明な点等がございましたら、何時でもお気軽にKPMGまでお問い合わせください。 
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別表：個人所得税の特別追加控除（2023年1月1日から「高齢者扶養」、「子女扶養」、「3歳以下の乳幼児の養育」

の控除基準が引き上げられた） 

項目 控除要件 控除基準 控除対象 控除適用期間 

子女教育 

就学前教育 満3歳 

子女1人あたり毎

月2,000人民元 

父母のどちらか一方が全

額控除するか、又は双

方がそれぞれ50%控除

するかを選択する。 

子女が満3歳と

なる月から全日

制学歴教育修

了月まで 

（子女が国外で

教育を受ける場

合を含む。ただ

し、証明資料の

提出が必要であ

る。） 

義務教育 小中学校 

高校教育 

普通高校、

中等職業教

育、技術労

働者教育 

高等教育 

専門学校、

大学、修

士、博士 

継続教育 

学歴継続教育 

中国国内で

教育を受け

る 

毎月400人民元 

本人が控除する。 

入学した月から

継続教育修了

月まで。同一学

歴（学位）の

控除期間は48

か月を超えては

ならない。 

職業継続教育 
資格証明書

を取得する 
3,600人民元 

証明書を取得し

た年度 

重病治療支出 

個人負担（社会医療保険目録

範囲内の自己負担分）の

15,000人民元を超えた部分 

80,000人民元以

内で実費に基づき

控除する 

本人と配偶者のどちらか

一方が控除する。本人

が未成年者である場

合、両親のどちらか一方

が控除することができ

る。 

医療費が実際に

発生した年度 

住宅ローン金利 一軒目の住宅ローン金利 
毎月1,000人民

元 

夫婦のどちらか一方が控

除する。住宅家賃控除

と同時に適用できない。

夫婦が結婚前にそれぞ

れ購入した関連規定に

適合する住宅である場

合は、それぞれ50%控

除するか、又はどちらか

一方を指定して全額控

除するかを選択できる。 

ローン契約で合

意した返済開始

月から全額返済

した月又はローン

契約が終了した

月まで。控除期

間は最大240か

月を超えてはな

らない。 

住宅家賃 

主要勤務先に住

所を有さず、住

宅を賃借して発

生した家賃 

直轄市、省

都（首府）

都市、計画

単列都市 

毎月1,500人民

元 

夫婦が同一都市に勤

務する場合、どちらか一

方が控除する。住宅ロ

ーン金利控除と同時に

賃貸借契約

（合意）で合

意した住宅賃貸

開始月から賃貸
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人口100万

人超 

毎月1,100人民

元 

適用できない。 終了月まで、実

際の賃貸期間に

準ずる。 人口100万

以下 
毎月800人民元 

高齢者扶養 

60歳（60歳を

含む）以上の両

親及び子女がす

べて他界した祖

父母、外祖父母 

一人っ子 
毎月3,000人民

元 

本人が控除する。 

被扶養者が満

60歳となる月か

ら扶養義務が終

了する年度末ま

で 

非一人っ子 

兄弟姉妹全員で

毎月3,000人民

元の控除額を配

賦し、1人あたりの

配賦額は毎月

1,500人民元を超

えてはならない。 

3歳以下の乳幼児

の養育 
3歳以下の乳幼児 

子女1人あたり毎

月2,000人民元 

父母のどちらか一方が全

額控除するか、又はそ

れぞれ50%控除するか

を選択できる。 

乳幼児が生まれ

た月から満3歳と

なる月の前月ま

で 
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